
 

 

 

                                 

 

 年末年始 の運転免許手     

 

庄和駐在所日誌（４月の暫定値） 

物損事故   ２件   危険運転  ２件 

当て逃げ   １件   駐車違反  ９件 

故障車両   １件   路上落下物 ２件 

不審者    １件   ケンカ   １件 

軽犯罪法違反 １件   不法投棄  １件 

窃盗     １件 

庄和駐在所からのおしらせ 

 段々と気温が高くなってきています。 

 普段よりもマメに給水するなどして、熱中症対策に気を付けましょう。 

春日部警察署 
☎ 734‐0110 
庄和駐在所 

☎ 746‐5635 

痴漢撃退アプリができました！ 

もしもの時のために事前ダウンロード！ 
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覚せい剤等薬物乱用の防止 

あなたの心・身体・人生が壊れます 

 違法薬物は非常に中毒性が高く、軽い気持ち

で手を出してしまうと、二度と元の生活に戻れ

なくなってしまいます。 

 実際、薬物犯罪者の再犯率は66.２％ととな

り、かなり高い数値になっています。（令和５

年度の数値。） 

 最近は大麻グミ等とキャッチーな名前で若者

を引き寄せる薬物も出回って 

います。 

 違法薬物は、絶対に使用 

しないでください。 

 

 埼玉県警察では「痴漢撃退アプリ」の運用を開始致しました！ 

 自身のスマートフォンにダウンロードいただき、是非活用ください！ 

                   

                   

                   

                 

不法就労・不法滞在防止のお願い 

在留資格、在留期間の確認を！ 

 不法残留等の不法滞在者に対して不法就労を

斡旋するブローカーや就労が認められていない

外国人を雇用する事業主が後を絶ちません。 

 警察では、このようなブローカーや悪質な事

業主の取締りを行っています。 

 外国人を雇用する際は、旅券、在留カード、

就労資格証明書等の実物を確認し、在留資格や

在留期間をよく確認しましょう。また、留学生

等については資格活動の許可の有無や許可され

た活動内容についてよく確認してください。 

 外国人を雇用する際に、当該外国人が不法就

労者となることを知らなかったとしても、在留

カードの未確認などの過失があれば処罰の対象

となります。 

 外国人を雇用 

している方は、 

必ず確認をお願 

い致します！ 

 

 


